
一般社団法人 言語文化教育研究学会 

諸企画における撮影・録音に関する規程 

 

 

一般社団法人言語文化教育研究学会（以下，本会）は，例会，研究集会，年次大会

等（以下，諸企画）において諸企画への参加者が行う撮影・録音に関して，次のよ

うに定める。 

 

（撮影・録音の要件） 

第 1 条 諸企画において参加者は，以下の所定の要件を満たす限り，もっぱら発表

内容の記録を目的として，撮影・録音を行うことができる。 

 

（撮影・録音の方法） 

第 2 条 撮影は，静止画のみとする。動画の撮影は禁止する。 

2 フラッシュを使用しての撮影は禁止する。 

3 録音は，発表者の音声のみを録音する。 

 

（撮影の対象者） 

第 3 条 諸企画における発表者側のみを撮影できる。後方からのやむをえない写り

込みを除き，聴衆を撮影することはできない。写り込みが避けられない場合でも，

個人が特定できない方法で撮影する，もしくは撮影されたものを編集するなど，被

撮影者のプライバシーに最大限配慮する。 

 

（撮影・録音の許諾） 

第 4 条 撮影は，発表内容の記録を目的とする場合，諸企画の企画・運営者が定め

る要件に従ったうえで，自由に行うことができる。録音は，発表者が許諾した場合

のみ認められる。 

2 発表者の許諾は事前に得ることとする。 

3 発表者の許諾は，電子磁気記録を含む書面等の記録に残る方法が望ましい。 



4 事前に許諾が得られないやむを得ない事情がある場合，事後であっても必ず許諾

を得る。 

 

（撮影・録音記録の公開） 

第 5 条 撮影，および/もしくは録音された記録およびその複製物は，全体部分を問

わず，本会の許可無く頒布・配信等いかなる手段をもっても公開することはできな

い。 

 

（取材） 

第 6 条 出版，広報機関等による取材は，所定の取材申請を本会の事務局まで提出

し，理事会にて許諾を受けねばならない。 

2 取材申請は書面，もしくは電子磁気記録にて作成し，提出する。書面の書式は問

わないが，以下の情報を必ず含めること。 

（１）取材申請者名（取材者個人名，および/もしくは取材者所属機関） 

（２）取材申請者の連絡先（電話番号とメールアドレス） 

（３）取材申請対象（対象企画名，特定の取材対象が個人であれば対象者氏名，

対象企画の開催日時，対象企画の開催場所など） 

（４）取材申請理由 

（５）取材内容の使用方法・目的・公開期間 

（６）その他特記事項 

3 取材申請は以下の本会事務局を宛先とし提出する。 

 書面の場合：〒187-8505 東京都小平市小川町 1-736 武蔵野美術大学 鷹 

         の台キャンパス 三代純平研究室内 

 電子磁気記録の場合：contact@alce.jp 

 

（規程の改廃） 

この規程の改廃は，本会の理事会の決議を経て行うものとする。 

 

附則 

この規程は，2024 年３月 31 日から施行する。 



 

以上 

 

作成 2024 年 3 月 20 日  

制定 2024 年３月 27 日 

 

 


